
別記

様式第十二号（第五十九条関係）

第 号 平 成 年 月 日 （ 有 効 期 間 か 年 ）

所 属

職 名

氏 名

年 月 生

上 記 の 者 は 、 不 動 産 特 定 共 同 事 業 法 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ）

第 ４００ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 立 入 検 査 を す る こ と が で き る 者 で あ

る こ と を 証 す る 。

国 土 交 通 大 臣

知 事

 

第40条　主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、不動産特定
　共同事業（特例事業者が営むものを除く。以下この項において同じ。）を営む者（都道府県知事に
　あっては、当該都道府県の区域内においてこれを営む者に限る。以下この項において同じ。）、当該
　不動産特定共同事業を営む者と取引をする者若しくは当該不動産特定共同事業を営む者から業務の委
　託を受けた者に対し、当該不動産特定共同事業を営む者の業務若しくは財産について報告若しくは資
  料の提出を命じ、又はその職員に当該不動産特定共同事業を営む者若しくは当該不動産特定共同事業
  を営む者から業務の委託を受けた者の事務所その他その業務が行われる場所に立ち入り、当該不動産
  特定共同事業を営む者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しく
  は関係者に質問させることができる。
２　前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった
　ときは、これを提示しなければならない。
３　第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
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